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出向者の研修箇所への交通費不支給に関する申し入れ 

 

 出向先会社（株式会社スリーエス）の研修に参加する交通費が支給されないとい

う事態が発生した。しかし、後日、交通費が支給されることになった。研修へ参加す

る交通費なのだから支給されることは当然のことである。 

従って、下記の通り申し入れるので早急に団体交渉を開催すること。 

 

記 

 

１．研修箇所への交通費が不支給から一転して支給となった経緯について、出向先

会社が行う研修の実施箇所への交通費の不支給の根拠規定を含めて明らかにする

こと。 

 

２．出向先会社が行う研修の実施箇所への交通費の不支給は、会社か出向先会社の

どちらが判断し決定したのか明らかにすること。 

 

３．会社と出向先会社との間で、研修箇所への交通費支給についてどのような話が

され、会社は事前に交通費不支給を知っていたのか明らかにすること。知ってい

たとすれば、出向者に伝えなかったのか理由を明らかにすること。 

 

４．社員の出向に関する会社の姿勢と対応は、今申し入れの事象も含めて、出向さ

せる社員の生活に責任を持つものとは到底思えない。会社の見解を明らかにする

こと。 

 

以 上 


